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教育

ご
存
じ
で
す
か　

 
固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
〜
共
有
〜

国
民
健
康
保
険
料・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

 

夜
間・休
日
納
付
相
談

国
民
健
康
保
険
料・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

 

を
滞
納
す
る
と

個
人
市
民
税・府
民
税
課
税
証
明
書
の

 

発
行

福祉 くらし税保険

大
阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月
31
日（
水
）で

す
。納
税
通
知
書
裏
面
に
記
載
の
金
融
機
関
、

大
阪
府
内
の
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
、
府
税
事
務
所
で
納
税
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
か
ら
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
税
も
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
府
税
収
納
を
扱
う
金
融
機
関（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
Ｐ
ａ
ｙ－

ｅ
ａ
ｓ
ｙ

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
て
い
る
方
法
に
よ
る

納
税
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、
各
金
融
機

関
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
大
阪
府
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

℡ 

０
５
７
０
・
０
２ふ

ぜ
い
コ
ー
ル

０
１
５
６

納
税
通
知
書
を
発
送

　
市
で
は
、
軽
自
動
車
税
お
よ
び
固
定
資
産

税・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

市
税
の
コ
ン
ビ
ニ
収
納

　
個
人
市
民
税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税

の
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
収
納
が
可
能
で
す
。

　
次
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
利
用
で

き
ま
す
。

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
ミ

ニ
ス
ト
ッ
プ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー

ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

な
ど

　
他
に
も
、
利
用
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
納

税
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
、
次
の
納

付
書
は
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。
納
付
は
、

現
金
の
み
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。

▽
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

▽
金
額
を
訂
正
し
た
も
の

▽ 

１
枚
の
納
付
書
の
納
付
額
が
30
万
円
を
超

え
る
も
の

　
災
害
や
病
気
、
事
業
の
廃
止
な
ど
特
別
な

事
情
に
よ
り
市
税
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は

場
保
険
収
納
課
、
保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
８
、
１
５
４

５
、
１
６
２
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

① 

平
成
29
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
軽
減
す
る
所
得
判
定
基
準
を（
表
２
）の

と
お
り
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
保

険
料
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
対

象
世
帯
が
広
が
り
、
低
所
得
層
の
世
帯
の

保
険
料
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

② 

所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う
ち
、
所
得

割
額
算
定
に
係
る「
賦
課
の
も
と
と
な
る

所
得
金
額
」が
58
万
円
以
下
の
人
に
つ
い

て
は
、
所
得
割
額
を
一
律
５
割
軽
減
し
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
度
は
そ
の
軽
減

割
合
を
５
割
か
ら
２
割
に
変
更
し
ま
す
。

な
お
平
成
30
年
度
か
ら
は
、
こ
の
所
得
割

額
の
軽
減
措
置
を
廃
止
し
ま
す
。

　

 

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
に
つ
い

て
は
、
所
得
割
額
を
課
さ
ず
、
被
保
険
者

均
等
割
額
を
９
割
軽
減
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減
割

合
を
、
平
成
29
年
度
は
９
割
か
ら
７
割
、

平
成
30
年
度
は
７
割
か
ら
５
割
に
変
更
し

ま
す
。

　

 

保
険
料
の
軽
減
の
見
直
し
に
よ
り
、
保
険

料
負
担
が
大
き
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
円
滑
な
運

営
の
た
め
に
ご
理
解
の
ほ
ど
お
願
い
し
ま

す
。

問
保
険
課
保
険
料
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

　
固
定
資
産（
土
地・家
屋
）を
複
数
の
人
で

共
有
し
て
い
る
場
合
の
固
定
資
産
税・
都
市

計
画
税
は
、
共
有
者
が
連
帯
し
て
納
税
義
務

を
負
う
こ
と
が
地
方
税
法
で
規
定
さ
れ
て
い

　
個
人
市
民
税・府
民
税
の
平
成
29
年
度（
平

成
28
年
中
所
得
）課
税
証
明
書
は
、
６
月
上

旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す
。

注 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
で
給
与
か
ら
特
別
徴

収（
差
し
引
き
）し
て
い
る
人
は
、
５
月
中

旬
ご
ろ
か
ら
発
行
し
ま
す（
コ
ン
ビ
二
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
は
６
月
上
旬
ご
ろ
と
な

り
、
事
前
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
取
得
が

必
要
で
す
）。

　
証
明
書
の
取
得
を
予
定
し
て
い
る
人
は
、

提
出
先
が
発
行
す
る
説
明
書
な
ど
で
必
要
年

度
を
再
度
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明
な
点

は
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促

状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
督
促
手

数
料
が
発
生
す
る
他
、
延
滞
日
数
に
応
じ
て

延
滞
金
も
加
算
さ
れ
ま
す
。
通
常
の
保
険
証

に
代
わ
り
有
効
期
限
の
短
い「
短
期
被
保
険

者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
長
期
に

わ
た
り
納
付
相
談
な
ど
が
な
い
場
合
は
、
保

険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、
医
療
費
を
全
額

負
担
す
る「
資
格
証
明
書
」を
交
付
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
財
産
の
差
押
え
な
ど

の
法
的
措
置
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
人

と
の
公
平
性・
公
正
性
を
保
つ
た
め
、
法
令

に
基
づ
き
差
押
処
分
を
よ
り
一
層
強
化
し
て

い
ま
す
。
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
８

　
平
日
や
昼
間
、
仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人
は

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間　

５
月
８
日（
月
）・
９
日（
火
）・
11
日

（
木
）・12
日（
金
）・22
日（
月
）・23
日（
火
）・25

日（
木
）・
26
日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
７
時
30

分
ま
で

休
日　
５
月
14
日（
日
）・
28
日（
日
）午
前
10

時
〜
午
後
３
時

軽
減
判
定
基
準
の
変
更

国
民
健
康
保
険
料　

　
平
成
29
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減

す
る
所
得
判
定
基
準
を（
表
１
）の
と
お
り
変

更
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
保
険
料
の
軽
減

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
世
帯
が
広
が

り
、
低
所
得
層
の
世
帯
の
保
険
料
負
担
の
軽

減
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
税
の
夜
間・休
日
納
付
相
談

　
平
日
、仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人
や
、病
気・

失
業
な
ど
で
市
税
を
納
付
で
き
な
い
人
は
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間　
５
月
18
日（
木
）午
後
７
時
30
分
ま
で

休
日　
５
月
14
日（
日
）

 

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
・
問
納
税
課

℡ 
０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５

４市
税
口
座
振
替
済
通
知
書
の
一
部
廃
止

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税（
※
）

を
口
座
振
替（
自
動
払
込
）に
よ
り
納
付
さ
れ

た
方
へ
送
付
し
て
い
た
口
座
振
替
済
通
知
書

を
平
成
29
年
度
よ
り
一
部
廃
止
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、預
貯
金
通
帳
な
ど
に
て
振
替（
払

込
）結
果
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ

ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
振
替
納
付
の
事
実
の
証
明
発
行
を

希
望
す
る
場
合
、
納
税
課
へ
問
い
合
わ
せ
、

ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

納
税
の
猶
予
や
分
割
納
付
の
相
談
を
受
け
付

け
し
て
い
ま
す
の
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１
〜
１
８
５

４

い
。

※ 

軽
自
動
車
税
に
お
い
て
、
継
続
検
査（
車

検
）が
必
要
な
車
両
分
に
つ
い
て
は
、
口

座
振
替（
自
動
払
込
）収
納
済
通
知
書・
軽

自
動
車
税
納
税
証
明
書（
継
続
検
査
用
）を

引
き
続
き
発
送
し
ま
す
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

ま
す
。
こ
の
た
め
、
持
ち
分
に
応
じ
て
税
額

を
案
分
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
代
表
者
に
は
納
税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

を
、
代
表
者
以
外（
共
有
構
成
員
）に
は
納
税

通
知
書（
納
付
書
は
同
封
し
て
い
ま
せ
ん
）

を
、そ
れ
ぞ
れ
５
月
以
降
に
送
付
予
定
で
す
。

　
あ
ら
か
じ
め
、
代
表
者
を
含
む
共
有
構
成

員
間
で
納
付
方
法
な
ど
に
つ
い
て
取
り
決
め

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

（表1）軽減判定基準の見直しについて
平成28年度

7割 １世帯当りの所得≦ 33万円
5割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（26.5万円×被保険者数）
2割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（48万円×被保険者数）

　　　　　　変更

平成29年度
7割 １世帯当りの所得≦ 33万円
5割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（27万円×被保険者数）
2割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（49万円×被保険者数 )

（表２）軽減判定基準の見直しについて
平成28年度

9割 被保険者全員の各所得が0円（公的年金等控除額は80万円として計算）
8.5割 １世帯当りの所得≦ 33万円
5割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（26.5万円×被保険者数）
2割 １世帯当りの所得≦ 33万円＋（48万円×被保険者数）

　　　　　　変更

平成29年度
9割 被保険者全員の各所得が0円（公的年金等控除額は80万円として計算）
8.5割 １世帯当りの所得≦ 33万円
5割 １世帯当りの所得≦　33万円＋（27万円×被保険者数）
2割 １世帯当りの所得≦　33万円＋（49万円×被保険者数 )

もりトピ もりトピ


